
27 子ども・子育て支援新制度の問題点（その二）

―
保
育
所
の
公
定
価
格
の
問
題
を
中
心
に
―

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
問
題
点
（
そ
の
二
）

新

島

一

彦

は
じ
め
に

子
ど
も
・
子
育
て
新
制
度
が
導
入
さ
れ
二
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
は
、
待
機
児
童
解
消
を
目
指

し
、「
全
て
の
子
ど
も
や
子
育
て
家
庭
を
対
象
と
し
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
等
し
く
保
障
す
る
こ
と
を
目
指
す
」（
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
法
一
条
〜
三
条
）
こ
と
を
目
的
に
平
成
二
七
年
四
月
一
日
か
ら
導
入
さ
れ
た
。
新
制
度
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
で
、
幼

は
じ
め
に

第
一
章

公
定
価
格
の
概
要
と
構
成

第
二
章

公
定
価
格
に
含
ま
れ
る
保
育
士
の
賃
金
と
労
働

時
間
の
関
係

―
幼
稚
園
と
の
比
較
に
お
い
て

第
三
章

政
府
の
対
策
に
つ
い
て

お
わ
り
に
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稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
の
就
学
前
の
施
設
の
所
轄
官
庁

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
内
閣
府
が
統
轄
し
て
財
源

を
一
本
化
し
、
「
子
育
て
を
社
会
全
体
で
支
え
る
」
と
い
う
構
想

に
基
づ
い
て
、
子
育
て
支
援
の
質
と
量
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
あ

る
。
（
図
１
参
照
）
そ
し
て
、
そ
の
財
源
に
は
、
消
費
税
の
増
額

分
を
充
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い（
１
）る。

筆
者
は
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
問
題
点
―
保
育

所
に
関
わ
る
問
題
を
中
心
に
―
」
平
成
法
政
研
究
第
一
九
巻
二
号

（
平
成
二
七
年
三
月
発
行
）
に
お
い
て
、
幼
稚
園
と
保
育
所
の
公

定
価
格
（
仮
）
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
後
、

平
成
二
七
年
二
月
に
公
定
価
格
が
正
式
に
示
さ
れ
、
平
成
二
八
年

度
の
数
字
も
公
表
さ
れ
た
の（
２
）で、
具
体
的
な
数
字
を
見
な
が
ら
詳

し
く
検
討
し
て
み
た（
３
）い。

第
一
章

公
定
価
格
の
概
要
と
構
成

本
論
に
入
る
前
に
公
定
価
格
に
つ
い
て
概
観
を
見
て
お
く
。

公
定
価
格
と
は
、
新
制
度
の
施
設
・
事
業
で
保
育
を
受
け
る
場
合

図１ 新制度概念図
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の
児
童
一
人
分
の
保
育
に
か
か
る
費
用
（
月
額
）
で
、
国
が
単
価
を
示
し
て
い（
４
）る。

公
定
価
格
は
、
①
基
本
分
（
人
件
費
、
管
理
費
、
事
業
費
）
と
、
②
加
算
分
（
職
員
の
配
置
状
況
に
応
じ
て
設
定
）
で
成
り
立
っ
て
い（
５
）る。

人
件
費
は
常
勤
職
員
給
与
（
本
俸
、
諸
手
当
、
社
会
保
険
料
な
ど
）
と
非
常
勤
職
員
給
与
（
嘱
託
医
、
非
常
勤
職
員
雇
上
費
用
、
年
休
代

替
要
員
費
、
研
修
代
替
要
員
費
）、
管
理
費
は
、
旅
費
、
被
服
費
、
職
員
健
康
管
理
費
、
保
健
衛
生
費
、
補
修
費
な
ど
、
事
業
費
は
、
子

ど
も
の
処
遇
に
か
か
わ
る
一
般
生
活
費
（
給
食
材
料
費
、
保
育
材
料
費
な
ど
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

加
算
分
は
、
主
任
保
育
士
専
任
加
算
、
処
遇
改
善
等
加
算
（
三
歳
児
を
二
〇：

一
か
ら
一
五：

一
に
改
善
す
る
た
め
の
人
件
費
加
算
）

な
ど
で
あ
る
（
後
述
参
照
）。

新
制
度
で
は
、
保
護
者
の
申
請
を
受
け
た
市
町
村
が
、
保
育
の
必
要
量
及
び
必
要
性
の
基
準
に
基
づ
き
「
認
定
」
を
行
い
、
認
定
を
受

け
た
保
護
者
と
保
育
を
提
供
す
る
施
設
事
業
者
が
契
約
を
結
び
保
育
が
行
わ
れ
た
場
合
に
「
教
育
・
保
育
給
付
」
が
支
給
さ
れ
る
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
給
付
額
は
国
が
定
め
る
「
公
定
価
格
」
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
。
「
教
育
・
保
育
給
付
」
は
、
施
設
型
給
付
と

地
域
型
保
育
給
付
か
ら
な
っ
て
お
り
、
施
設
型
給
付
は
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
の
利
用
者
が
対
象
で
、
地
域
型
保
育
給
付
は

小
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
、
事
業
所
内
保
育
所
、
居
宅
訪
問
型
保
育
の
利
用
者
が
対
象
と
な
る
。

公
定
価
格
は
、
施
設
型
給
付
や
地
域
型
保
育
給
付
の
各
施
設
・
事
業
ご
と
に
以
下
の
分
類
に
よ
り
設
定
さ
れ
て
い
る
。

◯
幼
稚
園
（
教
育
標
準
時
間
認
定
）

◯
保
育
所
（
保
育
認
定
）

◯
認
定
こ
ど
も
園
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（
教
育
標
準
時
間
認
定
）

（
保
育
認
定
）

◯
公
立
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設

（
教
育
標
準
時
間
認
定
・
保
育
認
定
）

◯
家
庭
的
保
育
事
業
（
保
育
認
定
）

◯
小
規
模
保
育
事
業（
保
育
認
定
）（
Ａ
型
）（
Ｂ

型
）（
Ｃ
型
）

◯
事
業
所
内
保
育
事
業
（
保
育
認
定
）

（
定
員
一
九
人
以
下
（
小
規
模
保
育
事
業
Ａ

型
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
事
業
所
））

（
定
員
一
九
人
以
下
（
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ

型
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
事
業
所
））

（
定
員
二
〇
人
以
上
）

◯
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
（
保
育
認
定
）

◯
特
例
給
付
（
教
育
標
準
時
間
認
定
・
保
育
認

定
）

そ
し
て
、
都
市
部
と
地
方
の
物
価
等
の
差
を

利用できる施設

幼稚園
認定こども園

保育所
認定こども園

保育所
認定こども園
地域型保育

認定内容
児童が満３歳以上で、子ども・子育て
支援新制度に移行した幼稚園等を希望
する場合

児童が３歳以上で、保育所等を
希望する場合

児童が満３歳未満で、保育所等を
希望する場合

認定区分

１号認定
教育標準時間認定

２号認定
保育時間認定
満３歳以上
３号認定
保育時間認定
満３歳未満

利用可能な
保育時間

１日最大１１時間
この時間を越えた
部分は延長保育料が

かかる

１日最大８時間
この時間を越えた
部分は延長保育料が

かかる

就労等の事由で保育を必要とする場合の
実労働必要時間数

月１２０時間以上

１日４時間以上かつ週４日以上
（保育料は標準時間の１．７％減となる）

保育必要量区分

保育標準時間

保育短時間

表１ 認定の種類

保育所を利用できる時間（２号、３号認定のみ）
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反
映
さ
せ
る
た
め
、
全
国
を
八
つ
の
地
域
に
分
類
し
（
百
分
の
二
十
地
域
、
百
分
の
十
六
地
域
、
百
分
の

十
五
地
域
、
百
分
の
十
二
地
域
、
百
分
の
十
地
域
、
百
分
の
六
地
域
、
百
分
の
六
地
域
、
百
分
の
三
地
域
、

そ
の
他
地
域
）、
施
設
等
の
所
在
地
の
違
い
に
よ
り
異
な
る
単
価
を
設
定
し
（
都
市
部
は
高
額
に
、
地
方

は
低
額
に
設
定
）、
さ
ら
に
児
童
の
定
員
数
に
よ
っ
て
異
な
る
額
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
受
け
入

れ
る
子
ど
も
の
状
況
、
認
定
の
区
分
や
年
齢
ご
と
に
も
異
な
り
、
特
に
二
・
三
号
認
定
の
子
ど
も
は
、
保

育
の
必
要
量（
保
育
短
時
間
、
保
育
標
準
時
間
）の
区
分
ご
と
に
異
な
る
価
格
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。（
認

定
の
種
類
に
つ
い
て
は
表
１
参
照
。）

第
二
章

公
定
価
格
に
含
ま
れ
る
保
育
士
の
賃
金
と
労
働
時
間
の
関
係

―
幼
稚
園
と
の
比
較
に
お
い
て

ア

幼
稚
園
と
保
育
所
の
保
育
時
間
、
保
育
日
数
の
差
異
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

公
定
価
格
で
規
定
さ
れ
て
い
る
幼
稚
園
、
保
育
所
の
開
園
（
所
）
日
数
と
開
園
時
間
を
比
較
し
た
も
の

が
表
２
で
あ
る
。
幼
稚
園
の
一
日
の
開
園
時
間
は
四
時
間
、
保
育
所
は
八
〜
一
一
時
間
で
あ
る
。
一
週
間

の
開
園
（
所
）
日
数
は
、
幼
稚
園
が
五
日
（
土
曜
休
園
）、
保
育
所
は
六
日
（
土
曜
開
所
）
で
あ
る
。
従

っ
て
一
か
月
で
は
幼
稚
園
は
二
〇
日
で
八
〇
時
間
、
保
育
所
は
二
五
日
で
二
〇
〇
時
間
〜
二
七
五
時
間
と

な
り
、
一
年
に
す
れ
ば
、
幼
稚
園
は
二
〇
〇
日
八
〇
〇
時
間
、
保
育
所
は
三
〇
〇
日
二
四
〇
〇
時
間
〜

三
三
〇
〇
時
間
と
な
る
。
つ
ま
り
、
年
間
で
見
る
と
保
育
所
の
年
間
開
所
日
数
は
幼
稚
園
の
一
・
五
倍
、

保
育
時
間
で
は
、
最
小
で
三
倍
、
最
大
で
約
四
倍
と
な
る
。
（
表
２
参
照
）

１年間の
開園時間

８００時間

２４００時間～
３３００時間

１年間の
開園日数

２００日

３００日

１ヶ月の
開園時間

８０時間

２００時間～
２７５時間

１ヶ月の
開園日数

２０日

２５日

１週間の
開園日数

５日

６日

１日の
開園時間

４時間

８時間～
１１時間

幼稚園

保育所

表２ 幼稚園と保育所の開園日数・時間の比較
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一
方
、
幼
稚
園
と
保
育
所
の
基
本
分
単
価
額
に
占
め
る
人
件
費

を
比
較
し
た
の
が
、
表
３
で
あ
る
（
地
域
区
分
は
そ
の
他
地
域
、

定
員
区
分
は
九
〇
人
の
場
合
）。

四
歳
以
上
児
の
一
号
認
定
（
幼
稚
園
）
の
基
本
分
単
価
は
三
二
、

〇
七
〇
円
、
二
号
認
定
（
保
育
所
）
の
保
育
短
時
間
は
三
二
、
七

〇
〇
円
、
保
育
標
準
時
間
は
三
七
、
五
六
〇
円
で
あ
る
。
ま
た
、

三
歳
児
の
一
号
認
定
は
三
八
、
五
二
〇
円
、
二
号
認
定
の
短
時
間

は
三
九
、
〇
六
〇
円
、
標
準
時
間
は
四
三
、
九
二
〇
円
で
あ
る
。

そ
し
て
基
本
分
単
価
に
含
ま
れ
る
人
件
費
相
当
額
を
比
べ
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
三
〇
、
〇
〇
〇
円
、
二
六
、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
、
〇
〇
〇

円
、
三
六
、
〇
〇
〇
円
、
三
二
、
〇
〇
〇
円
、
三
六
、
〇
〇
〇
円

で
あ
る
。

こ
こ
で
、
三
歳
児
を
み
る
と
一
号
認
定
は
三
六
、
〇
〇
〇
円
で

あ
る
が
、
二
号
認
定
短
時
間
は
三
二
、
〇
〇
〇
円
と
な
る
。
保
育

時
間
は
、
一
号
認
定
は
四
時
間
、
二
号
認
定
短
時
間
は
八
時
間
と

二
倍
で
あ
る
の
に
一
号
認
定
よ
り
二
号
認
定
が
低
額
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
人
件
費
比
率
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
保
育
時

間
が
長
い
二
号
認
定
に
お
い
て
は
、
比
率
が
低
く
な
っ
て
い
る
。

３歳児
２号認定（保育所）

標準時間
４３，９２０
（１１４．０）
３６，０００
３６０×１００
１００
８１．９％

１１０

短時間
３９，０６０
（１０１．４）
３２，０００
３２０×１００
８６．１
８１．９％

１１０

１号認定
（幼稚園）
３８，５２０
（１００．０）
３６，０００
３６０×１００
１００
９３．４％

１１０

４歳以上児
２号認定（保育所）

標準時間
３７，５６０
（１１７．１）
３０，０００
３００×１００
１００．０
７９．８％

１１０

短時間
３２，７００
（１０１．９）
２６，０００
２６０×１００
８６．６
７９．５％

１１０

１号認定
（幼稚園）
３２，０７０
（１００．０）
３０，０００
３００×１００
１００
９３．５％

１１０

（１）基本分単位

（２）（１）に占める人件費
相当額（※）

（幼稚園を１００とする指数）
（３）人件費比率
（２）÷（１）×１００
冷暖房費加算

表３ 基本分単価に占める人件費相当額の比較（その他地域、定員９０人、加算率１２％の場合）

※処遇改善等加算に示されている単価額（例えば４歳以上児の１号認定、３００円）は、
基本分単価に含まれている人件費の１％相当額である。そのため、単価額の１００倍
が基本分単価の人件費相当額となる。

出典：村山祐一「公定価格（保育費用）の特徴と保育者の処遇を考える（４）」月刊保育
情報２０１５年１０月（№４６７）を参考に、平成２８年度分の数値に置き換えて筆者が作
成。
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こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
保
育
所
は
幼
稚
園
よ
り
も
保
育
時
間
が
長
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
件
費
が
安
く
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
幼
稚
園
で
は
、
土
曜
休
園
に
加
え
、
夏
休
み
、
冬
休
み
、
春
休
み
が
あ
る
の
に
対
し
、
保
育
所
は
年
末
年
始
の
六
日
間
し
か

休
園
日
が
な
い
。
保
育
時
間
に
関
し
て
見
て
み
る
と
、
幼
稚
園
で
は
四
時
間
で
あ
る
の
で
、
残
り
の
四
時
間
は
保
育
の
準
備
や
研
修
に
当

て
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
夏
休
み
等
、
長
期
の
休
園
期
間
が
あ
る
の
で
、
研
修
や
保
育
準
備
に
十
分
な
時
間
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
保
育
所
で
は
一
日
八
時
間
子
ど
も
と
直
接
関
わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
土
曜
日
も
ほ
と
ん
ど
の
施
設
で
は
四
週
五
休
で
働
い
て
い

る
。
し
か
も
休
園
日
は
年
間
六
日
間
だ
け
で
あ
る
。
仕
事
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
る
と
、
幼
稚
園
教
育
要
領
と
保
育
所
保
育
指
針

に
お
い
て
四
〜
五
歳
児
で
は
そ
の
内
容
は
同
じ
で
あ
り
、
幼
稚
園
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
記
録
の
作
成
が
保
育
所
保
育
士
に
も
求
め
ら
れ
、

そ
の
上
保
育
所
保
育
指
針
で
は
、
子
育
て
支
援
や
保
護
者
の
指
導
も
保
育
士
の
重
要
な
仕
事
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
保
育
所
で
は
、
保
育
記
録
や
保
育
の
準
備
が
「
時
間
外
労
働
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
制
度
上
の
実
態
が
存
在
し
て
い
る
。
当
然
な
が

ら
、
研
修
時
間
も
充
分
に
確
保
で
き
な
い
。

公
定
価
格
に
は
、
保
育
所
に
お
け
る
研
修
代
替
職
員
の
配
置
分
と
し
て
年
間
二
日
を
見
込
ん
で
い
る（
６
）が、
二
日
で
は
少
な
い
と
い
わ
ざ

る
を
得
な（
７
）い。

イ

保
育
短
時
間
と
標
準
時
間
の
保
育
単
価
の
問
題

新
制
度
に
お
い
て
は
、
保
育
所
に
預
け
ら
れ
る
条
件
を
緩
和
す
る
た
め
に
、「
保
育
短
時
間
」（
一
一
時
間
）と「
保
育
標
準
時
間
」（
八

時
間
）
と
い
う
新
し
い
区
分
を
設
け（
８
）た。
旧
制
度
で
は
、
保
育
所
に
預
け
る
た
め
に
保
護
者
は
、
一
ヶ
月
九
六
時
間
程
度
就
業
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（
９
）が、
新
制
度
で
は
短
時
間
勤
務
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
で
も
預
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
日
四
時
間
、
週
四
日
以
上
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に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
預
け
ら
れ
る
時
間
は
八
時
間
ま
で
と
な
り
、
こ
れ
を
「
保
育
短
時
間
」

と
呼
ぶ
。
一
方
、
一
一
時
間
ま
で
預
け
ら
れ
る
「
保
育
標
準
時
間
」
は
、
保
護
者
の
就
労
時
間
が
一
ヶ
月

一
二
〇
時
間
以
上
の
場
合
で
あ
る
。

公
定
価
格
表
で
は
、
保
育
短
時
間
と
保
育
標
準
時
間
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
価
を
標
示
し
て
い
る
。

単
純
に
考
え
れ
ば
、
保
育
短
時
間
が
八
時
間
保
育
、
標
準
時
間
が
一
一
時
間
保
育
で
あ
る
か
ら
、
標
準
時

間
の
基
本
分
単
価
は
、
短
時
間
の
一
・
三
七
五
倍
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
基
本
分
単
価
に

占
め
る
人
件
費
も
こ
れ
に
応
じ
て
比
例
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
そ
う
な
っ
て

い
な
い
。表
４
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、四
歳
以
上
児
の
二
号
認
定
に
お
い
て
、保
育
短
時
間
が
三
二
、七
〇
〇

円
、
保
育
標
準
時
間
が
三
七
、
五
六
〇
円
で
、
一
・
一
四
八
倍
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
お
い

て
も
、
保
育
士
の
賃
金
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ウ

子
ど
も
の
処
遇
に
格
差
が
あ
る
こ
と

公
定
価
格
表
に
よ
れ
ば
、
幼
稚
園
、
認
定
子
ど
も
園
、
保
育
所
で
、
単
価
の
差
に
大
き
な
違
い
が
見
受

け
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
お
い
て
保
育
時
間
が
異
な
る
に
も
拘
わ
ら
ず
単
価
に

差
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
保
育
時
間
や
保
育
日
数
の
違
い
が
適
正
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
（
表
４
参
照
）

公
定
価
格
の
単
価
表
で
は
、
一
号
認
定
（
幼
稚
園
、
四
時
間
）
が
三
二
、
〇
七
〇
円
で
あ
る
。
こ
れ
を

一
〇
〇
と
す
る
と
、
保
育
所
の
二
号
認
定
短
時
間
（
八
時
間
）
は
三
二
、
七
〇
〇
円
で
一
〇
一
・
九
と
な

２号認定（１１時間）
保育所

３７，５６０円（１１７．１）

５，４９０円

２１９．６円

２号認定（８時間）
保育所

３２，７００円（１０１．９）

６３０円

２５．２円

１号認定（４時間）
幼稚園

３２，０７０円（１００）

１号認定の４時間以降の差額

１号認定の４時間以降の
保障される１日単価

保育認定別

公定価格

表４ 幼稚園と保育所の公定価格の比較（４歳以上児、その他地域、９０人定員、加算率１２％）
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り
、
二
号
認
定
標
準
時
間
（
一
一
時
間
）
は
三
七
、
五
六
〇
円
で
、
一
一
七
・
一
と
な
る
。
二
号
認
定
短
時
間
の
子
ど
も
は
残
り
四
時
間

を
六
三
〇
円
（
日
額
二
五
円
二
〇
銭
）
で
、
標
準
時
間
は
残
り
七
時
間
を
五
四
九
〇
円
（
日
額
二
一
九
円
六
〇
銭
）
で
処
遇
せ
よ
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
保
育
時
間
が
二
倍
と
な
る
保
育
園
児
と
保
育
時
間
が
四
時
間
し
か
な
い
幼
稚
園
児
で
ほ
ぼ
同
じ
単
価
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
表
４
参
照
）
こ
れ
は
明
ら
か
に
子
ど
も
の
処
遇
に
格
差
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
冷
暖
房
費
に
も

現
れ
て
お
り
、
四
時
間
の
一
号
認
定
の
子
ど
も
の
加
算
が
一
一
〇
円
で
、
そ
れ
以
外
の
二
号
認
定
の
八
時
間
も
一
一
時
間
も
同
じ
一
一
〇

円
で
あ
り
、
残
り
の
四
時
間
は
冷
暖
房
を
使
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
冷
暖
房
費
加
算
は
す
べ
て
の
認
定
区
分
に
お

い
て
同
額
と
な
っ
て
い
る
。
（
表
３
参
照
）

エ

加
算
額
に
占
め
る
人
件
費
の
比
較

人
件
費
に
つ
い
て
は
、
基
本
分
単
価
に
加
え
、
加
算
額
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
加
算
額
と
は
、
一
定
の
条
件
が
満
た
さ

れ
た
場
合
に
基
本
分
単
価
に
加
え
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
、
保
育
所
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
種
類
が
あ（

１０
）る。

基
本
加
算
部
分

①
処
遇
改
善
等
加
算

…
…
職
員
の
平
均
勤
続
年
数
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
る
。

②
所
長
設
置
加
算

…
…
他
の
施
設
と
の
兼
任
で
は
な
く
、
専
任
の
所
長
（
園
長
）
を
配
置
し
た
場
合
に
加
算
さ
れ
る
。

③
三
歳
児
配
置
改
善
加
算
…
…
最
低
基
準
は
二
〇
対
一
で
あ
る
保
育
士
の
配
置
を
一
五
対
一
に
し
た
場
合
に
加
算
さ
れ
る
。

④
休
日
保
育
加
算

…
…
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
休
日
に
保
育
を
実
施
す
る
施
設
に
加
算
す
る
。

⑤
夜
間
保
育
加
算

…
…
夜
間
保
育
を
実
施
す
る
次
節
に
加
算
す
る
。
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⑥
減
価
償
却
費
加
算

…
…
建
物
の
整
備
に
あ
た
っ
て
国
庫
補
助
を
受
け
て
い
な
い
施
設
に
加
算
す
る
。

⑦
賃
借
料
加
算

…
…
建
物
が
賃
貸
物
件
で
あ
る
場
合
に
加
算
さ
れ
る
。

特
定
加
算
部
分

①
主
任
保
育
士
専
任
加
算
…
…
専
任
の
主
任
を
配
置
し
（
ク
ラ
ス
を
担
任
し
な
い
）、
以
下
の
事
業
等
を
複
数
実
施
す
る
施
設
に
加
算
す

る
。
延
長
保
育
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、
乳
児
が
三
人
以
上
利
用
し
て
い
る
施
設
、

障
害
児
が
一
人
以
上
利
用
し
て
い
る
施
設
。

②
療
育
支
援
加
算

…
…
主
任
保
育
士
専
任
加
算
の
対
象
施
設
か
つ
障
害
児
を
受
け
入
れ
て
い
る
施
設
に
お
い
て
主
任
保
育
士
を
補

助
す
る
者
を
配
置
し
た
場
合
加
算
す
る
。

③
事
務
職
員
雇
上
費
加
算
…
…
事
務
職
員
を
配
置
し
、
右
記
①
主
任
保
育
士
専
任
加
算
に
示
し
た
事
業
等
の
い
ず
れ
か
を
実
施
す
る
施
設

に
加
算
す
る
。

④
冷
暖
房
費
加
算

…
…
全
て
の
施
設
に
加
算
す
る
。

⑤
除
雪
費
加
算

…
…
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
地
域
に
所
在
す
る
施
設
に
加
算
す
る
。

⑥
降
灰
除
去
費
加
算

…
…
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
降
灰
防
除
地
域
に
所
在
す
る
施
設
に
加
算
す
る
。

⑦
入
所
児
童
処
遇
特
別
加
算
…
…
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
対
応
し
て
、
高
齢
者
等
が
で
き
る
だ
け
働
き
や
す
い
条
件
の
整
備
を
図
り
、
ま

た
、
高
齢
者
等
に
よ
る
き
め
細
や
か
な
子
ど
も
の
処
遇
の
向
上
を
図
る
た
め
に
高
齢
者
等
を
雇
用
す
る

施
設
に
加
算
す
る
。

⑧
施
設
機
能
強
化
推
進
費
加
算
…
…
施
設
に
お
け
る
火
災
・
地
震
等
の
災
害
時
に
備
え
、
職
員
等
の
防
災
教
育
及
び
災
害
発
生
時
の
安
全
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か
つ
、
迅
速
な
避
難
誘
導
体
制
を
充
実
す
る
等
の
施
設
の
総
合
的
な
防
災
対
策
を
図
る
取
り
組
み
を

行
う
施
設
で
、
右
記
①
に
示
し
た
事
業
等
を
複
数
実
施
す
る
施
設
に
加
算
す
る
。

⑨
小
学
校
接
続
加
算

…
…
小
学
校
と
の
連
携
・
接
続
の
担
当
に
関
す
る
業
務
分
掌
を
明
確
に
し
、
授
業
・
行
事
、
研
究
会
・
研
修
等

の
小
学
校
と
の
子
ど
も
及
び
教
職
員
の
交
流
活
動
を
実
施
し
、
小
学
校
と
の
接
続
を
見
通
し
た
教
育
課
程

を
編
成
し
て
い
る
施
設
に
加
算
す
る
。

⑩
栄
養
管
理
加
算

…
…
食
事
の
提
供
に
あ
た
り
、
栄
養
士
を
活
用
し
て
、
栄
養
士
か
ら
献
立
や
ア
レ
ル
ギ
ー
、
ア
ト
ピ
ー
等
へ
の

助
言
、
食
育
等
に
関
す
る
継
続
的
な
指
導
を
受
け
る
施
設
に
加
算
す
る
。

⑪
第
三
者
評
価
受
審
加
算
…
…
「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価
基
準
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
等
に
沿
っ
て
、
第
三
者
機
関
に
よ
る
評
価
を
受
審

し
、
そ
の
結
果
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
広
く
公
表
す
る
施
設
に
加
算
す
る
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
、
チ
ー
ム
保
育
推
進
加
算
が
、
平
成
二
八
年
度
よ
り
平
均
勤
続

年
数
一
五
年
以
上
の
保
育
所
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
平
均
勤
続
年
数
一
五
年
と
い
う
の
は
長
す
ぎ
て
、
適
用
対

象
と
な
る
保
育
所
は
多
く
な
い
。
（
表
６
参
照
）

こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
幼
稚
園
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
比
較
を
し
た
の
が
表
５
で
あ
る
。

加
算
分
に
占
め
る
人
件
費
の
割
合
に
お
い
て
も
、
保
育
所
は
幼
稚
園
と
比
較
し
低
額
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
表
５
に
お

い
て
、
①
の
処
遇
改
善
加
算
の
額
を
見
て
み
る
と
、
幼
稚
園
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
四
歳
以
上
児
の
短
時
間
で
八
六
・
六
、
標
準
時
間



平成法政研究 第２１巻第２号 38

３歳児
保育所（２号認定）

標準時間
４３，９２０
１１４．０
４，３２０
（＠３６０）
１００．０

５，３４０

―

３，１４１

―

７，０８０

―
―
５７３

基本分に参入

―

２０，４５４

８６．４
１１０
６４，３７４

１０３．５

短時間
３９，０６０
１０２．０
３，８４０
（＠３２０）
８８．８

１９，９７４

８４．４

５９，０３４

９４．９

１号認定
（幼稚園）

３８，５２０
１００．０
４，３２０
（＠３６０）
１００．０
―

１，１７０

―

１，３４９

７，１７０

４，７８０～９，５６０
９５６
―

１，４７０

５０

２１，２６５～２６，０４５
〈２３，６５５〉
１００．０
１１０

５９，７８５～６４，５６５
〈６２，１７５〉
１００．０

４歳以上児
保育所（２号認定）

標準時間
３７，５６０
１１７．１
３，６００
（＠３００）
１００

５，３４０

―

３，１４１

―

―

―
―
５７３

基本分に参入

１２，６１８

８０．０
１１０
５０，１７８

１０４．８

短時間
３２，７００
１０１．９
３，１２０
（＠２６０）
８６．６

１２，１３８

７６．９

４４，８３８

９３．７

１号認定
（幼稚園）

３２，０７０
１００
３，６００
（＠３００）
１００．０

基本分に参入

１，１７０

―

１，３４９

―

４，７８０～９，５６０
９５６
―

１，４７０

５０

１３，３７５～１８，１５５
〈１５，７６５〉
１００．０
１１０

４５，４４５～５０，２２５
〈４７，８３５〉
１００

基本分単価
（幼稚園を１００とした指数）

①処遇改善等加算
人件費１％単価額
幼稚園を１００とした指数
②所長加算
③副園長・教頭設
置加算
④主任保育士専任
加算
⑤主幹教諭等専任
加算
⑥３歳児配置改善
加算
⑦チーム保育加算
⑧通園送迎加算
⑨事務職員雇上加算
⑩給食実施加算
⑪子育て支援活動
加算
人件費加算（①～
⑪）の合計〈１号
認定平均額〉幼稚
園を１００とした指数
⑫冷暖房費加算

総 計
〈１号認定平均額）
幼稚園を１００とした指数

主
に
人
件
費
と
し
て
の
加
算

表５ 幼稚園と保育所の４歳以上児・３歳児の公定価格単価額の比較表
（その他地域、９０人定員、処遇改善加算率基礎分１２％）の場合）

単位：円

出典：村山祐一「公定価格〈保育費用）の特徴と保育者の処遇を考える（４）」月刊「保
育情報」２０１５年１０月号掲載の表を筆者が平成２８年度の数字に置き換えた。
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で
一
〇
〇
、
三
才
児
で
は
、
短
時
間
で
八
八
・
八
、
標
準
時

間
で
一
〇
〇
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
件
費
加
算
の
合

計
を
見
る
と
、
幼
稚
園
の
一
号
認
定
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、

保
育
所
二
号
認
定
の
短
時
間
が
七
六
・
九
、
同
標
準
時
間
が

八
〇
・
〇
、
保
育
所
の
三
才
児
短
時
間
が
八
四
・
四
、
同
標

準
時
間
が
八
六
・
四
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、

幼
稚
園
は
四
時
間
保
育
、
保
育
所
は
八
〜
一
一
時
間
保
育
で

幼
稚
園
の
二
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保

育
所
の
人
件
費
分
は
反
対
に
安
く
な
っ
て
い
る
。

第
三
章

政
府
の
対
策
に
つ
い
て

一

平
成
二
七
年
度
の
動
き

待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
国
は
、平
成
二
五
年
四
月
に「
待

機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」
を
打
ち
出
し
た
。
そ
の
後
も
、

保
育
士
確
保
プ
ラ
ン（
平
成
二
七
年
一
月
公
表
）、
平
成
二
七

年
度
予
算
で
は
、
保
育
士
確
保
プ
ラ
ン
の
さ
ら
な
る
展
開
と

し
て
、保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
・
運
営（
機

表６ チーム保育加算
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能
強
化
）、
職
員
用
宿
舎
借
り
上
げ
支
援
事
業
（
月
額
約
八
万
円
）
等
を
打
ち
出
し
た
。
ま
た
、
二
七
年
度
末
に
は
「
待
機
児
童
の
解
消

に
関
す
る
緊
急
対
策
」（
平
成
二
八
年
三
月
二
八
日
）
と
し
て
、
補
正
予
算
に
お
い
て
以
下
の
対
策
を
打
ち
出
し
た
。

◯
待
機
児
童
解
消
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
の
保
育
所
の
整
備
等
。

◯
保
育
所
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
等
に
つ
い
て
（
保
育
所
等
に
お
け
る
業
務
効
率
化
推
進
事
業
）

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進：
シ
ス
テ
ム
購
入
費
最
高
一
〇
〇
万
円
（
一
か
所
当
た
り
）

補
助
率
、
国：

四
分
の
三

地
方：

四
分
の
一

保
育
士
の
業
務
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
負
担
と
な
っ
て
い
る
書
類
作
成
業
務
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
の
た
め
の
保
育
シ

ス
テ
ム
（
指
導
計
画
、
保
育
の
記
録
、
シ
フ
ト
表
の
作
成
等
）
の
購
入
に
必
要
な
費
用
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
。
保
育
士
の
仕

事
は
、
年
間
、
月
間
、
週
間
、
日
案
等
の
保
育
計
画
を
は
じ
め
、
保
護
者
と
の
連
携
を
図
る
た
め
連
絡
ノ
ー
ト
の
記
入
や
子
ど
も

の
発
達
の
記
録
の
作
成
に
追
わ
れ
て
い
る
。
特
に
連
絡
ノ
ー
ト
の
記
入
が
で
き
る
の
は
、
子
ど
も
が
午
睡
し
て
い
る
間
で
あ
り
、

保
育
室
で
子
ど
も
の
様
子
を
見
な
が
ら
記
入
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
休
み
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

保
育
の
記
録
の
作
成
が
で
き
る
の
は
、
一
日
の
保
育
が
終
わ
っ
た
後
と
な
る
の
で
、
必
然
的
に
時
間
外
勤
務
が
発
生
す
る
。
保
育

シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
業
務
負
担
の
軽
減
が
期
待
さ
れ
る
。

・
カ
メ
ラ
設
置：

最
高
一
〇
万
円
（
一
か
所
当
た
り
）

事
故
防
止
や
事
故
後
の
検
を
可
能
と
す
る
た
め
の
カ
メ
ラ
の
設
置
に
必
要
な
費
用
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
。
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◯
保
育
士
修
学
資
金
貸
付：

保
育
士
養
成
施
設
に
通
う
学
生
に
対
し
、
貸
付
を
行
う
。

学
費

月
額
五
万
円
、
入
学
準
備
金

二
〇
万
円
、
就
職
準
備
金

二
〇
万
円
等

卒
業
後
、
五
年
間
の
実
務
従
事
に
よ
り
返
還
を
免
除
。

国
の
補
助
率
を
四
分
の
三
か
ら
十
分
の
九
に
引
き
上
げ
る
。

◯
保
育
補
助
者
雇
上
支
援：

保
育
士
の
負
担
を
軽
減
す
る
。
貸
付
額
年
額
二
九
五
・
三
万
円

◯
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
士
の
保
育
所
復
帰
支
援：

保
育
料
の
一
部
を
支
援
。
貸
付
額
月
額
二
万
七
千
円

◯
潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援：
再
就
職
後
二
年
間
の
実
務
従
事
に
よ
り
返
還
免
除

貸
付
額

二
〇
万
円

右
記
の
三
つ
の
補
助
金
の
補
助
率
は
い
ず
れ
も
国
が
一
〇
分
の
九
、
地
方
が
一
〇
分
の
一
。

二

平
成
二
八
年
度
補
正
予
算
に
つ
い
て
（
平
成
二
八
年
度
二
次
補
正
予
算
案

五
四
四
・
〇
億
円
）

平
成
二
八
年
度
補
正
予
算
で
は
、
以
下
の
施
策
を
打
ち
出
し
た
。

○

保
育
の
受
け
皿
拡
大
の
加
速
化
（
平
成
二
九
年
度
分
の
前
倒
し
）
を
図
る
た
め
、
市
町
村
が
実
施
す
る
保
育
園
等
の
整
備
に
要
す
る

費
用
に
つ
い
て
、
補
助
を
行
う
。

○

保
育
園
等
の
防
犯
対
策
を
強
化
す
る
た
め
、
非
常
通
報
装
置
・
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
や
外
構
等
の
設
置
・
修
繕
な
ど
必
要
な
安
全
対
策

に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
補
助
を
行
う
。
（
一
か
所
九
〇
万
円
）

こ
れ
は
、
神
奈
川
県
で
平
成
二
八
年
七
月
に
発
生
し
た
「
相
模
原
障
害
者
施
設
殺
傷
事
件
」
を
機
に
、
施
設
の
防
犯
対
策
を
図
る
も

の
で
あ
る
。
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○

保
育
士
の
確
保
が
特
に
困
難
な
地
域
に
お
い
て
、
潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援
の
た
め
の
就
職
準
備
金
を
倍
増
（
二
〇
万
円
↓
四
〇

万
円
）
す
る
。

○

未
就
学
児
の
い
る
保
育
士
の
割
合
が
多
い
施
設
に
お
い
て
、
短
時
間
勤
務
の
保
育
補
助
者
を
追
加
配
置
（
一
名⇒

二
名
）
で
き
る
よ

う
保
育
補
助
者
雇
上
支
援
を
拡
充
す
る
。

○

保
育
園
等
に
勤
務
す
る
未
就
学
児
の
い
る
保
育
士
に
対
し
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
等
の
利
用
料
金
の
一
部
に

つ
い
て
貸
付
を
行
う
。

○

認
可
保
育
園
等
へ
の
移
行
を
目
指
す
認
可
外
保
育
施
設
に
対
し
、
事
故
防
止
や
事
故
後
の
検
証
及
び
防
犯
対
策
の
た
め
の
カ
メ
ラ
の

設
置
等
の
費
用
に
つ
い
て
、
補
助
を
行
う
。

待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
制
度
は
、
保
育
士
不
足
の
解
消
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
一
定
の
評
価
は
で
き
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
地
方
自
治
体
の
負
担
分
が
あ
る
た
め
、
財
政
的
な
余
裕
が
な
い
自
治
体
で
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
取
り
入
れ
ら
れ
な
い
と

こ
ろ
が
多
く
存
在
す
る
。
国
の
補
助
率
を
引
き
上
げ
た
と
は
言
え
、
経
済
不
況
が
続
く
状
況
に
お
い
て
財
政
事
情
が
悪
化
し
て
い
る
自
治

体
で
は
、
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

三

平
成
二
九
年
度
予
算
案
に
つ
い
て

平
成
二
九
年
度
予
算
案
に
お
い
て
は
、
保
育
士
不
足
解
消
と
離
職
率
を
低
減
さ
せ
る
た
め
、
保
育
士
の
処
遇
改
善
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
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◯
保
育
士
の
処
遇
改
善
の
取
り
組
み

保
育
士
の
給
与
が
全
職
種
平
均
よ
り
お
よ
そ
十
一
万
円

安
く
な
っ
て
い
る
現（

１１
）状に
対
し
、
政
府
は
平
成
二
四
年
度

か
ら
「
保
育
士
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業
」
実
施
し
、
主

任
保
育
士
で
平
均
月
額
約
一
万
円
、
保
育
士
で
月
額
平
均

八
千
円
の
改
善
を
行
っ
た
。
そ
し
て
二
七
年
度
に
は
、
新

制
度
へ
の
移
行
に
よ
り
、
公
定
価
格
の
中
に
消
費
税
を
財

源
と
す
る
処
遇
改
善
等
加
算
（
賃
金
改
善
要
件
分
）
と
し

て
三
％
が
組
み
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
人
事
院
勧
告
に
よ
り
、

平
成
二
七
年
度
に
は
、
一
・
九
％
、
平
成
二
八
年
度
に
は
、

一
・
三
％
の
賃
金
改
定
が
実
施
さ
れ
た
。
（
表
７
参
照
）

さ
ら
に
、
平
成
二
九
年
度
予
算
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
の
仕
組
み
を
導
入
し
、
中
堅
職
員
で
あ
る
副
主
任
や
専

門
リ
ー
ダ
ー
（
共
に
経
験
年
数
概
ね
七
年
以
上
）
に
月
額

四
万
円
、
職
務
分
野
別
リ
ー
ダ
ー
（
経
験
年
数
概
ね
三
年

以
上
）
に
月
額
五
千
円
の
処
遇
改
善
を
新
設
す
る
予
定
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
研
修
を
受
講
す
る
こ
と
に
よ
り
技
能
を

習
得
し
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の

表７ 処遇改善の推移
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表８ キャリアアップの仕組み

表９ キャリアアップの職制階層
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で
あ
る
。
研
修
分
野
と
し
て
、
①
乳
児
保
育
、
②
幼
児
教
育
、
③
障
害
児
保
育
、
④
食
育
・
ア
レ
ル
ギ
ー
、
⑤
保
健
衛
生
・
安
全
対
策
、

⑥
保
護
者
支
援
・
子
育
て
支
援
、
⑦
保
育
実
践
、
⑧
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
表
８
、
９
参
照
）。

こ
の
制
度
は
、
低
賃
金
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仕
事
の
責
任
が
重
い
保
育
士
の
実
態
を
考
慮
し
、
保
育
の
質
の
向
上
を
図
り
な
が
ら
賃
金

も
向
上
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
保
育
士
の
仕
事
は
、
子
ど
も
の
保
育
だ
け
で
は
な
く
、
親
に
対
す
る
支
援

も
求
め
ら
れ
て
お
り
、
高
度
の
専
門
知
識
と
技
術
力
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
に
見
合
っ
た
賃
金
構
造
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
保
育
士

不
足
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
適
切
な
対
応
が
望
ま
れ
る
。

お
わ
り
に

平
成
二
七
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
「
子
ど
も
・
子
育
て
新
制
度
」
に
つ
き
、
主
と
し
て
保
育
所
に
か
か
わ
る
問
題
点
に
つ
き
特
に
幼
稚

園
と
の
比
較
を
し
な
が
ら
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
で
分
か
っ
た
こ
と
は
、
幼
稚
園
と
比
較
す
る
と
、
公
定
価
格
の
仕
組
み
に
問
題
が
あ
り
、

保
育
所
の
人
件
費
が
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
が
目
指
す
「
全
て
の
子
ど
も
が
健
や

か
に
成
長
す
る
よ
う
に
支
援
す
る
」（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
条
）
と
い
う
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
児
童
福
祉

法
が
保
障
す
る
平
等
原
理
に
反
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
早
急
な
改
善
が
求
め
ら
れ
る
。
待
機
児
童
の
解
消
に
あ
た
り
、
保
育
士
不
足
が

そ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
育
士
の
処
遇
改
善
が
喫
緊
の
課
題
と
な
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
平

成
二
九
年
度
予
算
で
は
、
若
干
の
改
善
が
見
ら
れ
る
が
、
根
本
的
な
改
善
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

乳
幼
児
期
は
人
格
形
成
に
最
も
重
要
な
時
期
で
あ
り
、
育
て
方
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
て
い（

１２
）る。
保
育
所
は
子
ど
も
た
ち
が
一
日
の
大
半

を
過
ご
す
生
活
の
場
と
な
っ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
の
育
ち
の
場
と
し
て
保
育
士
の
仕
事
は
大
変
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
特
に
、
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い
わ
ゆ
る
「
発
達
障
害
児
」
が
増
加
し
て
い
る
現（

１３
）状を
考
え
る
と
、
四
〜
五
才
児
の
保
育
士
の
配
置
基
準
を
現
行
の
三
〇
対
一
か
ら
二
〇

対
一
と
す
る
改
善
が
求
め
ら
れ
る
。

保
育
士
の
処
遇
改
善
は
賃
金
だ
け
で
な
く
、
保
育
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
き
め
細
や
か
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。



47 子ども・子育て支援新制度の問題点（その二）

（
１
）
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

な
る
ほ
どB

O
O

K

（
平
成
二
八
年
四
月
改
訂
版
）」内
閣
府
発
行
を
参
照
。

（
２
）
内
閣
府
告
示
第
百
十
九
号

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

（
３
）
平
成
法
政
研
究
一
九
巻
二
号
の
論
文
は
、
「
仮
単
価
」
を
参
考
に
し
て
い
る
た
め
数
字
が
異
な
る
。

（
４
）
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
七
条
。

（
５
）
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
二
七
条
〜
三
〇
条
、
「
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域

型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
」（
内
閣
府
告
示
第
四
九
号
、
平
成
二
七
年
三
月

三
一
日
）

http://w
w

w
8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law

/kodom
o3houan/pdf/seisyourei/h270331/k49-

honbun.pdf

（
６
）
政
府
配
付
資
料
、
「
平
成
二
七
年
度
に
お
け
る
施
設
型
給
付
等
の
公
定
価
格
に
つ
い
て
、
平
成
二
七
年
二
月
五
日
」

（
７
）
平
成
二
九
年
度
予
算
案
で
は
、
一
日
増
や
し
て
年
間
三
日
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
九
年
度
保
育
対
策
関
係
予
算
（
案
）
の
概
要

厚
生

労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
保
育
課

http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/file/06Seisakujouhou11900000K

oyoukintoujidoukateikyoku/0000147021.pdf

（
８
）
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
一
九
条
、
二
〇
条
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
四
条
等
。

（
９
）
こ
の
時
間
は
自
治
体
に
よ
っ
て
異
な
る
。

（
１０
）
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
付
、
府
政
共
生
第
三
五
〇
号
通
知
の
別
紙
二
に
よ
る
。

http://w
w

w
8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law

/kodom
o3houan/pdf/h270331/s-santeikijun-t.pdf

（
１１
）
平
成
二
四
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査

（
１２
）
保
育
所
保
育
指
針
（
厚
生
労
働
省
告
示
第
一
四
一
号
、
平
成
二
〇
年
三
月
二
八
日
）
第
二
章
参
照
。

（
１３
）
文
部
科
学
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
小
中
学
校
に
お
い
て
、
学
習
面
又
は
行
動
面
で
著
し
い
困
難
を
示
す
児
童
生
徒
の
割
合
は
六
・
五
％
で
あ
る
。

「
通
常
の
学
級
に
在
籍
す
る
発
達
障
害
の
可
能
性
の
あ
る
特
別
な
教
育
的
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
に
関
す
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
」
平
成
二

四
年
一
二
月
五
日

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
特
別
支
援
教
育
課

http://w
w

w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/shotou/tokubetu/m

aterial/_icsFiles/

afieldfile/2021/1110/1328729_01.pdf


